
分野横断権利情報データベースに関する研究会 

報告書 

令和４年１２月２０日 

miki-y
タイプライターテキスト
参考資料４

miki-y
テキストボックス



1 

はじめに 

文化審議会では、中間まとめ「DX時代に対応した『簡素で一元的な権利処

理方策と対価還元』及び『著作権制度・政策の普及啓発・教育』について」

（令和3年12月 文化審議会著作権分科会。以下「中間まとめ」という。）に

おいて、分野を横断する一元的な窓口組織を活用した新しい権利処理の仕組

み（以下「新制度」という）の実現に向けて、分野横断権利情報データベー

ス等を活用した著作権者等の探索等を行う方向性を提言した。 

中間まとめでは、利用者の著作権者等探索のコストを軽減するとともに、

クリエイターにとっても利用機会の拡大等に資することを目指して、分野横

断権利情報データベースを構築することとされた。また、これは、著作権等

管理団体の適正な分配や管理運営コストの低減につながる可能性、著作物等

の保護にも寄与することにもつながるとされている。この実現のために、次

のような点について検討が必要とされた。 

 分散管理型のデータベースの構築 

 分野ごとの権利情報データベースの充実 

 UGC等の新たな分野での権利情報データベースの構築 

 支援の在り方等 

これらを踏まえ、本研究会では、分野横断権利情報データベースの構築に

向けて、著作権の権利処理や隣接する領域における過去・現在の権利情報の

集約化に向けた取組を踏まえつつ、技術的な点も含めて、今後の在り方につ

いて検討を行った。 
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Ⅰ 権利情報の集約化に向けた検討の経緯と今回の契機 

権利情報の集約化に向けた先行的な取組としては、1993年の著作権審議会

マルチメディア小委員会の提言を受けて、それぞれの分野の著作権等管理事

業者が個々に管理している権利情報のデータベースを横断的に検索するこ

とにより、利用者の必要とする権利情報を一元的に提供するシステム（J-CIS）

構想の研究が文化庁と関係する権利者団体（デジタル時代の著作権協議会

（CCD））等との共同により開始された。 

その後、文化庁による研究開発事業においてモデル総合検索システムが

構築されるなどの成果を見たものの、当時データベースを持たない著作権等

管理事業者も多く、J-CIS構想の実現には至らなかった。また、CCDによって

提案された共通ID体系であるCCD-IDについても、コンテンツ流通に関わる当

事者によって主体的に幅広く展開されるまでには至らなかった。 

一方、音楽分野では、J-CIS構想を受けて、ミュージック・ジェイシス協

議会が音楽情報の総合ポータルサイト「Music Forest」を1999年に開設した。

2021年には、一般社団法人音楽情報プラットフォーム協議会（略称：MINC）

が設立され、インディーズ・レーベルの商品及び権利情報、無所属の創作者

の権利情報なども相当に集約して提供する「音楽権利情報検索ナビ」が公開

された。 

また、出版分野では、主として出版物の流通改善のために書誌情報等が整

理されたデータベースが構築されていたが、2014年に権利情報（出版権）を

追加した出版情報を整備するために出版情報登録センター(JPRO)が整備さ

れ、徐々に出版物単位の情報集約が進んでいる。 

そのほか、著作権等管理事業者が管理委託契約を結んだ著作権等の管理の

ためにデータベースを保有している。最近では授業目的公衆送信補償金の分

配業務での活用を視野に権利者団体が新たに会員情報等を整理したデータ

ベースを構築しようとする動きなども見られるが、分野によっては表計算ソ

フトや書類により情報が管理されているなど、その態様は様々である。 

こうした中、令和５年通常国会において著作権法改正を目指している簡素

で一元的な権利処理方策の実現に向けて、集中管理の有無や、著作権者又は

著作権者との調整役となる者等の権利情報を迅速に見つけることができる

ようにする上で、データベースの構築は有効な手段となり得ることから、こ
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れまでにない意義が付加され、その構築・整備が求められている。 

また、今後、利用者の著作権者等探索のコストの軽減等のために、まずは、

分野ごとに権利情報の集約を充実していくことが必須であるが、分野を横断

して権利情報を検索することができる仕組みの構築を進めることがきっか

けとなり、それぞれの分野で権利情報の集約に関する機運が高まることも期

待される。 

 

Ⅱ 分野横断権利情報データベースに期待されること 

今回の構想の目的は、中間まとめに示されたように、著作物の利用者にと

っては著作権者等を探索するコストを軽減し、著作権者等にとっては著作物

の利用機会の拡大等に資することであり、これにより二次利用も含めて著作

物の利用の円滑化が図られ、クリエイターが適切に対価を得る機会の増加に

つなげていくことにある。 

これらの目標を達成するための「手段」としてデータベースの有用性を検

討するに当たり、期待されることの第一は、利用者が権利者に著作物の利用

許諾を得ようとする際に権利者に関する情報を探す作業を効率化すること

にある。 

また、利用したい著作物の権利情報がデータベースで見つからず、別の手

段を用いて著作権者等の探索を行っても情報が得られないときなどに、一定

条件の下で「簡素で一元的な権利処理方策」の新制度につなげることで利用

を可能とする道筋を構築することとしているが、この点について、順次デー

タベースを充実していくことで、新制度や著作権者不明等の場合の裁定制度

を通じた利用のプロセスの短縮も期待できる。 

 

Ⅲ 分野横断権利情報データベースの在り方 

（１） 分野ごとのデータベースの役割 

分野ごとに権利情報を集約したデータベースは、主に円滑な権利処理を

目的として、その他それぞれの分野の特性、ニーズに応じて、各著作権等

管理事業者等の努力により発展してきている。 
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一方で、正確に権利情報を収集、整理するには情報の更新等に相応のコ

ストが係ることも事実である。このため、それに見合うだけのメリットが

あって初めてデータベースが構築され、発展するものである。 

また、分野ごとのデータベースは、例えば、著作権等管理事業者が有す

るデータベースであれば個々の権利者の個人情報等を有することも比較

的容易であり、実際の権利処理、対価還元までつなげることができるとい

う点が優れている。 

（２） 分野横断権利情報データベースの在り方 

一般の利用者が、社会全体にどのような権利情報データベースが存在し

ているかを把握し、権利処理に当たってそれぞれの特性を理解して使いこ

なすことは難しい。また、利用しようとする著作物に複数の権利が存在す

るような場合、それぞれの権利についてそれぞれのデータベースにおいて

探索を行うことも、ある程度の知識や経験がないと難しい。 

分野ごとのデータベースの在り方と上述の事情を踏まえると、分野横断

権利情報データベースの在り方としては、分野ごとのデータベースを前提

として、それらと連携することにより情報検索が可能となるもの（メタ検

索を行う「分野横断権利情報検索システム」のようなもの。以下「権利情

報検索システム」という。）を志向することが適当である。 

このような方式とすると、権利情報検索システム側は分野ごとのデータ

ベースと重複してデータベースを構築する費用が発生することを防ぐこ

とができるとともに、分野ごとのデータベースの充実をそのまま権利情報

検索システムの拡張へとつなげやすい。 

 

Ⅳ 権利情報検索システムと連携が考えられるデータベース 

権利情報検索システムが連携すべきデータベースは以下のとおり整理さ

れる。 

① 分野ごとで集約されたデータベース 

音楽権利情報検索ナビや出版情報登録センターのデータベースは、既

に音楽、出版の情報が相当程度に集約されており、このような分野ごと
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の集約化されたデータベースは基盤となる連携先となる。 

② 著作権等管理事業者のデータベース 

著作権等管理事業者が有するデータベースは、その有する権利情報に

ついての信頼性が高く、有力な連携先となる。 

③ コンテンツ配信プラットフォーム等のデータベース 

多くのネットクリエイターが活躍する時代において、クリエイターが

コンテンツを投稿し、それらのクリエイターやコンテンツの情報が相当

に蓄積されているコンテンツ配信プラットフォームや投稿サイト等が有

する情報は、著作権等管理事業者の管理に係らないいわゆるノンメンバ

ーに関する情報を大量に集約できるという点において積極的に検討すべ

き連携先となる。 

コンテンツ配信プラットフォーム等を運営する事業者の方針は様々で

あるため、まずは連携に前向きと考えられる事業者との連携を検討・調

整しつつ、その他の多くのユーザーが利用するプラットフォーム運営事

業者との連携についても併せて検討を進める必要がある。 

④ 窓口組織・国のデータベース 

現在文化庁で検討されている簡素で一元的な権利処理方策における、

いわゆるオプトアウトの仕組みに関連し、著作権者等から提供されたオ

プトアウトに関する情報については窓口組織において整理し、権利情報

検索システムと連携することが適当である。 

上記に包含されない個人クリエイターに関する権利情報を集約するた

め、令和３年著作権法改正（レコード・レコード実演の放送同時配信等に

係る権利処理円滑化）への対応として構築された音楽権利情報登録シス

テムを活用し、文化庁において音楽以外の分野に係る登録の在り方につ

いて検討した上で、権利情報検索システムと連携することが適当である。 

権利者不明等の場合の裁定制度や新制度により活用可能となる著作物

に係る情報を明らかにするため、文化庁が運用する著作権者不明等の場

合の裁定実績オンライン検索データベースについて、新制度による実績

も含めた上で、権利情報検索システムと連携することが適当である。 
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参考｜分野横断権利情報検索システムのイメージ 

 

 

Ⅴ 窓口組織の利用者と探索情報のイメージ 

（１） 窓口組織の利用者のイメージ 

窓口組織の利用者としては、他人の著作物を利用したいが、権利者が分

からない以下の個人･事業者を想定し、それぞれ以下の場合における利用が

想定される。 

① 継続して反復的に権利処理を行っている事業者 

• 公開された範囲での権利情報検索システムを活用した検索その他通常の

著作権者等探索で権利情報が見つからない場合（新制度等による権利処

理を希望している場合） 

② 権利処理の経験が少ない個人・事業者 

• 検索エンジンを利用した検索など一般的な方法で権利情報が分からない

場合（新制度等による権利処理の活用が考えられる場合） 
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• 新制度による権利処理の手続やその際に権利処理が必要な法定利用行為

が分からない場合 

※窓口組織における具体的な役割については、権利情報検索システムを構

築する上で重要な課題であるが、簡素で一元的な権利処理方策の制度化

の状況を踏まえつつ、別途検討することが必要。 

（２） 探索する情報のイメージ 

利用者からの依頼を受けて、窓口組織として権利情報検索システム等を

活用して探索する情報のイメージとしては以下のとおりである。 

• 利用したい著作物が集中管理されているか、集中管理している著作権等

管理事業者とその連絡先 

• 集中管理されていない場合、権利者自身が利用許諾に対する窓口を設け

ているか 

• その他、著作物の権利者に関する連絡先や著作物の利用の条件が公表さ

れているか 

 

参考｜著作権者等探索のユースケースの例 
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Ⅵ 窓口組織の活用フロー 

前項の利用者が窓口組織を活用する場合のフローとしては以下の手順が

想定される。 

 

① 問合せ前（利用者の行為） 

• 権利処理が必要な著作物及び法定利用行為を整理 

• 利用したい著作物の作品名・著作者名等の把握（検索エンジンを利用した

検索等） 

② 問合せ（利用者の行為） 

• 必要な権利処理等について窓口組織に問合せ（例：Web上の問合せフォー

ム等の活用） 

③ 権利情報検索システムによる権利情報の検索（窓口組織の行為） 

• 著作物の情報をもとに、権利情報検索システムで権利情報を検索（例：著

作物の分野/著作物名/著作者名/出版社情報/掲載媒体） 

• 権利情報検索システムで上記の著作物の情報をもとに次の権利情報が表

示（例：著作権者/著作権等管理事業者や企業等の連絡先/管理されている

支分権/個人の権利者への連絡方法(システム上の連絡手段も要検討)/オ

プトアウトに関する情報） 

④ 権利情報検索システム外の探索（窓口組織の行為） 

• 権利情報検索システムで権利情報が見つからなかった場合、インターネ

ット等を活用した著作権者等の探索を行う 

⑤ 検索等の結果の伝達（窓口組織の行為） 

• 利用者に検索等の結果を伝達（基本的に情報は開示できる範囲に限定さ

れるものの、権利処理に必要な場合には著作権者等に取り次いだ上での

開示について要検討） 

• 必要な権利情報が得られなかった場合等には、利用者に新制度等を案内
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する 

⑥ 権利処理（利用者の行為） 

• 窓口組織による検索等で権利処理に必要な権利情報が判明した場合は、

直接著作権等管理事業者又は権利者等に利用の手続を行う  

• 窓口組織による検索等で権利処理に必要な権利情報が判明しなかった場

合は、窓口組織に対して新制度の利用申請を行う 

 

参考｜窓口組織の活用フローイメージ 
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参考｜権利処理のニーズに係る定量的把握 

利用者が著作物の利用許諾を得よう

とする際に権利情報を探索するニーズ

に関しては、音楽分野に関するものと

して音楽権利情報検索ナビの利用状況

が参考になる。 

音楽権利情報検索ナビは、主に放送

事業者が利用しようとする音楽に関す

る権利情報を確認するために活用され

ており、2021年４月の公開以来、月平

均10万件を超えるアクセスがある。 

なお、音楽分野に係る主な著作権等管理事業者は、それぞれ管理する楽曲

を検索できるデータベースを公開していることから、音楽権利情報検索ナビ

とは別に、それらを活用して権利情報の探索を行う者も存在することを踏ま

える必要がある。    

また、探索をしても

利用したい著作物の

権利情報が得られな

いときに、窓口組織を

活用して権利処理を

行おうとするニーズ

に近似するものとし

ては、著作権者不明等

の場合の裁定制度の

利用がある。 

裁定制度の利用実績としては、継続的な制度の見直しもあり、近年増加傾

向にある。対象著作物等数はアーカイブ目的での利用がある年度には大変多

くなっている。新制度の創設に伴い、こうしたニーズがさらに増加すること

も想定される。 
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Ⅶ 権利情報検索システムによる検索に係るデータ項目例 

権利情報検索システムによる検索に用いられる著作物の情報、検索により

表示される権利者に関する情報の例としては、それぞれ以下のとおり整理さ

れる。 

 

（１） 著作物の情報 

【共通項目】 

• 著作物の分野/著作物名/著作者名  

※ 著作権等管理事業者によっては、著作物名を把握していない場合があ

り、留意が必要。 

※ 著作物の種類によっては、流通物（書籍等）が単位のデータもある。 

【分野に特有の項目の例】 

• 書籍・出版 ▶ ISBN、出版社情報 

• 音楽著作権・レコード▶ ISRC、ISWC、著作権等管理事業者の作品コード、

レコード製作者、実演家（アーティスト）名 

• 実演 ▶ 実演家名、所属事務所、アーティストコード 

• 美術・写真 ▶ 掲載媒体、所蔵先 

（２） 権利者に関する情報 

• 著作権者 

• 著作権等管理事業者や企業等の連絡先/個人の権利者への連絡方法 

※ 著作物の分野により、許諾の窓口が必ずしも著作権者ではなく（出版

物等）、権利者の情報の公表が困難な場合には連絡窓口） 

• 管理されている支分権 

• 著作物の利用許諾に関する方法 

• 新制度からのオプトアウトに関する情報 

• 過去に著作権者不明等の場合の裁定や新制度により権利処理が行われた実

績 

（3） コード・ID 

権利情報検索システムによる検索に係る項目の中でコード・IDは大量の
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データの正確な識別のために有用であり、以下のように取扱いを検討すべ

きである。 

 権利情報検索システムにおいては各分野で通用している既存のコード・

IDを積極的に活用する 

 相当するものがない又は不十分な分野については、文化庁はコード・ID

の充実に向けた取組を促進する 

 著作権者等から提供されたオプトアウトに関する情報など窓口組織・国

が独自に整備する情報については、窓口組織・国が適切なコード・IDを

検討する 

 既存データベースのコード・IDとの連携方法や具体的なコード・ID付与

の手法については、文化庁において引き続き検討する 

 

Ⅷ 権利情報検索システムの公開範囲 

権利情報検索システムは、窓口組織の担当者が利用者からの問合せに対応

して利用し、利用者に対する権利情報の伝達や新制度等による権利処理のプ

ロセスにおける権利情報の探索に活用する。 

利用者が権利情報検索システムを用いて直接権利情報を検索できるよう

にすることについては、個人情報や営業上の秘密に係る情報など連携するデ

ータベースにおいて一般向けに表示できない内容が含まれることがあるこ

とから、この場合は一部の情報に限定して権利情報検索システムを公開する

ことが適当である。 

一方で、公開することが可能な情報はその後の権利処理に向けて十分なも

のであることが求められる。この点に関しては、権利情報検索システムの運

用主体と文化庁が協力して連携先のデータベースの保有者と協議を進める

べきである。 

 

Ⅸ 持続的な権利情報検索システムの運用と今後の進め方 

（１） 権利情報検索システムの運用主体と運営基盤の確立 

権利情報検索システムを持続的に運用するためには、継続的な改修や必
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要なセキュリティの確保等のための運用主体と安定的な運営基盤の確立が

不可欠である。簡素で一元的な権利処理方策に係る窓口組織の在り方等を

踏まえつつ、権利情報検索システムの運用主体を確立するとともに、運用

に関する費用を継続的に確保できるような仕組みを構築する必要がある。 

権利情報検索システムの構築・運用に関する費用に関しては、窓口組織

に支払われる利用者からの手数料収入、公的な支援、著作権法に基づく補

償金制度の共通目的事業の活用等が考えられる。なお、共通目的事業の活

用に関しては、著作権法において著作権等の保護に関する事業、著作物の

創作の振興・普及に資する事業に支出するとされていることとの関係に留

意する必要がある。 

（２） 分野ごとのデータベースの充実 

前述のとおり、分野を横断して権利情報を検索することができる仕組み

の構築は、分野ごとのデータベースの充実が前提である。分野ごとのデー

タベースの構築については、授業目的公衆送信補償金制度の共通目的事業

を活用し、権利者団体等が新たに取り組もうとする動きも見られる。文化

庁においても、権利情報検索システムの具体化を図る中で、分野ごとのデ

ータベースの構築に資する標準を示したり、先行する取組事例等の情報を

もとに権利者団体等と協議を進めたりするなど、取組を牽引していくこと

が求められる。 

（３） 連携するデータベースを保有する団体等との協力 

権利情報検索システムの持続的な運営に当たっては、連携するそれぞれ

のデータベースを保有する団体、著作権等管理事業者等や権利者・利用者

等の関係者の理解と協力が不可欠である。そのため、具体的な協力の在り

方について権利情報検索システムの運用主体、それぞれのデータベースを

保有する団体及び文化庁が協力して検討を行うとともに、関係者が積極的

に参画できるよう、権利情報検索システムの活用による著作物利用の活性

化とビジネスの拡大方策など、権利情報検索システムの整備・利用に関す

るインセンティブがより大きくなるような仕組みについて、文化庁と窓口

組織となる団体が協力して検討を行う必要がある。 

（４） 今後の進め方 

具体的な権利情報検索システムの在り方については、以上に示した持続
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的なデータベースの運用の在り方や簡素で一元的な権利処理方策の制度化

の状況を踏まえつつ、窓口組織において行う業務の手順をより具体化した

上で検討する必要がある。このため、分野ごとのデータベースを保有する

団体の参画を得ながら、各データベースの詳細を確認するとともに、これ

からデータベースを整備しようとする団体等に対しては検討状況を開示し

ながら、文化庁において検討を進める必要がある。 

参考：経済産業省「令和３年度コンテンツ海外展開促進事業(著作物等の簡素で一

元的な権利処理の実現化に関する調査事業)」報告 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/rep

ort/copyrightreport2022.pdf 

その際、権利情報検索システムは、基本的にテキストベースのメタデー

タを取り扱うことを想定しており、コンテンツそのものに係る情報との接

続については、それらの情報を含む権利情報検索システム（ジャパンサー

チ等）との連携を模索することも有用である。 

また、権利情報検索システムを速やかに実用化できるよう、当面の取組

として、既にデータベースが整備されている分野から実証的に異なる分野

のデータベースに連携する取組を進め、権利情報検索システムの拡張を図

りながら最終的にはニーズのある全ての分野の連携を目指すことが適当で

ある。 

権利情報検索システムの運用後の改善については、各データベースとの

連携状況、権利情報検索システムの利用状況等を踏まえつつ、文化庁にお

いて継続的にレビューし、必要な対応を図っていく必要があり、そのため

には、権利情報検索システムを構築する段階からあらかじめ必要な改善サ

イクルの仕組みを構築しておく必要がある。 

  

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/report/copyrightreport2022.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/downloadfiles/report/copyrightreport2022.pdf
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分野横断権利情報検索システム構築に係る工程表 

令和４年  分野横断権利情報データベースに関する研究会 

令和５年 

 データベースを保有する各団体との調整 

 既存データベースの調査研究、技術的な仕様の検討 

 部分的な実証研究 

令和６年以降 

 分野横断権利情報検索システムの要件定義 

 データベースを保有する各団体との連携（データ連携、デー

タベースの充実等） 

 分野横断権利情報検索システム構築・テスト 

新制度の施行 
 分野横断権利情報検索システムの運用開始 

 運用後の情報の充実 

中長期を見据

えた将来的な

方策 

 IT技術、デジタル化の進展に対応した仕組み 

 情報そのものを価値化できるような仕組み 

 システム上で権利処理を行うことのできる仕組み 

 

 



参考資料

分野横断権利情報データベースに関する研究会

-
・ 文化審議会において、「簡素で一元的な権利処理

方策」の実現のため、分野横断権利情報データベ
ースを構築し、それを活用して著作物の種類や分

野を横断した一元的な窓口が著作権者等の探索

を行うといった方向性が示されている。

• 本研究会では、分野横断権利情報データベースの

構築に向けて、著作物の分野毎の関連団体におけ

る取組の現状をヒアリングするなど、実現可能性や

技術面の課題を踏まえつつ、検討を行う。

-

• 分野横断権利情報データベースのあり方

・ データベースの利用ニーズや目的

・ データベースに必要な情報、フォーマットの標準化

• I Dやコ ー ドによる紐付け

• 関連団体等のデータベースとの連携方策等
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